
木津川市国民健康保険運営協議会　

	会議名
	令和元年度第３回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	令和２年１月２３日(木)

午後２時００分から午後３時５０分
	場所
	木津川市役所　
第２北別館２階

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、■藤井千賀 委員、■尾﨑田鶴 委員

□林　直　 委員、□村上惠子 委員、■大村元昭 委員

	
	
	２号委員

(保険医・保険薬剤師代表)
	□飯田泰啓 委員、□兎本昭夫 委員、■若菜和雄 委員

■木村英城 委員、■内藤邦夫 委員、■川田雅彦 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■福井博敏 委員、■久保恭子 委員、□堀　英延 委員

■福井康裕 委員、■武田博利 委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	田中副市長

	
	
	

	
	庶務（事務局）
	市民部　滋井部長
国保年金課　前川課長、清水主幹　浅田係長　東村担当係長

	傍聴者
	無

	議題


	１．開会

２．資格審査
３．会長あいさつ

４．市長あいさつ

５．会議録署名委員の指名
６．議事

(１)令和２年度国民健康保険事業計画（案）について（報告）

　(２)令和２年度国民健康保険特別会計予算（案）について（報告）

 　(３)その他

７．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言
　　　・　委員の紹介

２．資格審査

・　会議成立の資格審査
３．会長あいさつ

　　　・　福井会長あいさつ

４．市長あいさつ

　　　・　田中副市長あいさつ

５．会議録署名委員の指名

　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名

６．議事

（１）令和２年度国民健康保険事業計画（案）について（報告）

・　意見及び質疑・応答

（２）令和２年度国民健康保険特別会計予算（案）について（報告）

　　　　　・　質疑・応答
（２）その他

　　　　　・　意見及び質疑・応答

７. 閉会

・　議事終了及び議長降壇

・　閉会宣言

	会議経過要旨


	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。

２．資格審査

委員１８名中１３名の出席により、会議が成立していることを確認した。

３．会長あいさつ

　　　　福井会長が開会に際してのあいさつを行った。

　　　　要旨は、次のとおり。

・　新たに１名の委員が就任された。

　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。

５．市長あいさつ

　　　田中副市長があいさつを行った。

要旨は、次のとおり。

・　国民健康保険の運営にあっては、被保険者の年齢構成が高く、医療費も他の健康保険に比べ大きいといった大きな課題を抱えている。また被保険者の所得に占める保険税の負担の割合が高くなりつつあるなど、全国的な課題となっており、本市においても同様である。昨年１０月の協議会において、国民健康保険の財政の問題を踏まえご意見をいただいた「人間ドックに係る補助見直し」についてに対する市方針も含め、活発なる議論をお願いしたい。

６．会議録署名委員の指名

会議録署名委員として大西委員と木村委員を指名した。

７．議事

　　　　福井会長が議長となり議事を行った。

　（１）　令和２年度国民健康保険事業計画（案）について

【配布資料】

　　　　　　・　資料１　令和２年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

【事務局説明の概要】

　　　　　　　令和２年度木津川市国民健康保険事業を実施するにあたって、次の点を重点施策とし国保事業の運営安定化を図る。

1 　医療費の適正化の推進

2 　国保税収納率の向上対策の推進

3 　（国保資格等）適用適正化の推進
4 　保健事業の推進
5 　広報・啓発事業の推進

　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）

○高齢者を対象とした歯科検診が未実施であるのは、相楽・綴喜・丹波地域のみである。後期高齢者を含め歯科検診を検討してはどうか。

➤高齢者対象の歯科検診は、後期高齢者医療保険（京都府後期高齢者医療広域連合）において、事業計画をもとに実施されている事業である。

現在、国から後期高齢者を含め、一体的な健康に向けての取り組みを進めていくという通知がきている。今後、歯科検診の実施も積極的に検討していきたいと考えている。

　（２）　令和２年度国民健康保険特別会計予算（案）について

【事務局からの報告】
（健診事業の見直しについて）資料２

・　国民健康保険における特定健康診査受診に係る自己負担額の無料化
　　※現状７０歳以上の国保特定健康診査、後期高齢者医療に係る健康診査は無料
・　がん検診と同時に受診できる特定健康診査を実施
　　⇒対象医療機関での個別健診に加えて実施[受診機会の拡充]

· 　人間ドック（国保・後期とも）について、市の補助額を定額の

29,000円に改正
　　　　　　　　
　　　　　　（令和２年度国民健康保険特別会計予算（案）について）

資料３－１、３－２

　　　　　　　　令和２年度は、人間ドック等に係る「受益者負担」及び「補助対象検査項目」を見直すとともに、財政調整基金からの繰入により財源を確保し予算（案）を編成した。

　　　　　　　　引き続き、一般会計からの法定外繰入縮減に向け、段階的な被保険者負担の見直しを検討する。

　　　　　　　

【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）

〇特定健診の無料化、人間ドックへの補助に係る受益者負担の適正化、保険者努力支援制度での補助金の獲得などに取り組んだ結果、保険税率の改正なく、令和元年度の予算編成ができたことは喜ばしい。制度的に課題も多いが、引き続き安定運営に努めてほしい。
〇地域団体や組織と連携して市民全体を対象とした健康づくりに取り組むべきではないか。幅広い層を対象にした健康ポイント事業などの導入に期待している。
　　　　　　　  ➤国保の域を超えた全市的な課題である。

　　　　　　　　  ポイント事業については、実施している市町村が増えている。本市でも検討してきたい。

（３）　その他について

【事務局からの報告】
　　　　　　（法令改正に伴う市国保税条例の改正について）資料４

　　　　　　　・賦課限度額の引き上げ

　　　　　　（現在）

　　　　　　　医療分　６１万円、後期分　１９万円、介護分　１６万円　計９６万円

　　　　　　（令和２年度以降予定）

　　　　　　　医療分　６３万円、後期分　１９万円、介護分　１７万円　計９９万円 

　　　　　　　

・法定軽減に係る所得判定基準額引き上げ

　　被保険者（擬制世帯主を含む）の総所得金額の合計が、次の額以下の世帯について、国民健康保険税　均等割、平等割を軽減。

　　７割軽減　　　　３３万円以下（変更なし）

　　５割軽減【現在】R1　３３万円＋２８万円×被保険者数

　　　　　　【予定】R2  ３３万円＋２８万５，０００円×被保険者数

　　２割軽減【現在】R1　３３万円＋５１万円×被保険者数

　　　　　　【予定】R2　３３万円＋５２万円×被保険者数

※国において令和２年４月から制度改正予定
　　　　　　　

　例年、国から正式に示されるのは３月末頃で、４月からの実施には、協議会へ諮ることができないので、説明したとおり国により制度改正がなされた場合には、それに沿って本市国保税条例の改正をお認めいただきたい。

　　　　　　　

　　　　　【審議結果】承認

　　　　　

８．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。
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